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○鶴ヶ島市個人番号の利用の範囲に関する規則 

平成27年12月28日規則第45号 

改正 

平成30年10月16日規則第27号 

令和5年3月29日規則第6号 

鶴ヶ島市個人番号の利用の範囲に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鶴ヶ島市個人番号の利用の範囲及び特定個人情報の提供の制限に関する条例

（平成27年条例第27号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（規則で定める事務） 

第２条 条例別表の事務の欄に規定する規則で定める事務は、別表の事務の欄に掲げる事務とする。 

（規則で定める特定個人情報） 

第３条 条例別表の特定個人情報の欄に規定する規則で定める特定個人情報は、別表の事務の欄に

掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該特定個人情報の欄に掲げる情報とする。 

附 則 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年10月16日規則第27号） 

この規則は、平成31年１月１日から施行する。 

  附 則（令和5年3月29日規則第6号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事務 特定個人情報 

鶴ヶ島市重度心身障害者医療費助成金に関する

条例（昭和50年条例第９号）第４条の規定による

対象者の認定及び同条例第５条の規定による受

給者証の交付に係る事務 

当該申請を行う者に係る生活保護法（昭和25

年法律第144号）第24条第１項の規定による保

護の開始（同条第９項の規定により準用する保

護の変更を含む。）、同法第25条第１項の規定

による職権による保護の開始若しくは同条第

２項の規定による職権による保護の変更又は

同法第26条の規定による保護の停止若しくは
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廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係情

報」という。） 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る地方税法（昭和25年法律第226

号）第５条第２項第１号に規定する市町村民税

（個人に係るものに限る。以下「市町村民税」

という。）に関する情報 

当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第１項若し

くは第３項に規定する支援給付の実施又は中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成19年法律第127号）附則第４条

第１項に規定する支援給付の実施に関する情

報（以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情

報」という。） 

在宅重度心身障害者手当支給条例（昭和54年条例

第28号）第３条第２項の規定による受給資格の認

定に係る事務 

当該申請を行う者に係る市町村民税に関する

情報 

鶴ヶ島市ひとり親家庭等医療費助成金に関する

条例（平成４年条例第15号）第５条第１項の規定

による受給資格の決定及び同条例第８条第２項

の規定による現況の届出に係る事務 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護実施関係情報 

当該申請を行う者又はその者の配偶者若しく

は扶養義務者に係る地方税法第４条第２項第

１号に規定する道府県民税（個人に係るものに

限る。）に関する情報 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る国民健康保険法（昭和33年法律
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第192号）第５条に規定する国民健康保険の被

保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る児童扶養手当法（昭和36年法律

第238号）第４条第１項の規定による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当

支給情報」という。） 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和57年法律第80号）第50条の規定によ

る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する

情報 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報 

鶴ヶ島市訪問介護利用者負担助成要綱（平成12

年告示第393号）第５条第３項の規定による対象

者の判定に関する事務 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情

報 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報 

鶴ヶ島市要保護・準要保護児童生徒就学援助事業

事務処理要綱（平成27年告示第283号）第４条第

１項の規定による認定の審査に関する事務 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情

報 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給情

報 

生活に困窮する外国人に対する事務であって生

活保護法第１９条第１項、第２４条第１項及び第

９項、第２５条第１項及び第２項、第２６条、第

２９条第１項、第５５条の４第１項、第５５条の

生活に困窮する外国人に係る行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律別表第２の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令(平成２６年内閣府・
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５第１項、第５５条の８第１項、第６３条、第７

７条第１項並びに第７８条第１項から第３項ま

での規定に準じて行うもの 

総務省令第７号）第１９条第１号に掲げる情報

鶴ヶ島市重度障害者等日常生活用具給付等事業

実施要綱（平成３年告示第７２号）第５条の規定

による給付等の可否の審査に関する事務 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報 

鶴ヶ島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具

給付実施要綱（平成１７年告示第６１０号）第４

条第１項の規定による給付の可否の決定に関す

る事務 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報 

鶴ヶ島市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

(平成２４年告示第１７９号)第７条の規定によ

る交付の可否の審査に関する事務 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報 

鶴ヶ島市特別支援教育就学奨励費支給要綱（令和

５年告示第６５号）第６条の規定による支弁区分

の決定の審査に関する事務 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情

報 

当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報 

 


